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介護予防事業  

○介護予防事業とは、介護保険法第115条の44の規定に基づき、要介護状態等ではない、高齢者  
に対して、予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のために必要な事業として、市町村が   

実施。  
0事業は、要介護状態等となるおそれのある高齢者とその他に分類してサービスを提供している。  

町村1／8、保険料  費ベース。匝1／4、都道   0 平成22年度予算  
／10、2号3  

齢者施策  

要支援・要介護状態となる おそれ  

のある高齢者   

【事業内容】  

○ 通所型介護予防事業  
・運動器の機能向上プログラム  
・栄養改善プログラム   
・口腔機能の向上プログラム 等  

○ 訪問型介護予防事業   
・閉じこもり、うつ、認知症への対応  
・通所が困難な高齢者への対応等  

※ 医師の診断を経て決定しており、高齢者医療確保法による   
特定健康診査等の場を活用することが多い。  
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